
 
 

京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

   京都大学通則 

（昭和２８年達示第３号） 

 

 （前 略） 
第３６条 研究科（総合生存学館、地球環境学舎及び経

営管理教育部を含む。以下同じ。）に博士課程を置く。 
２・３ （略） 
４ 文学研究科京都大学・ハイデルベルク大学国際連携

文化越境専攻及び医学研究科京都大学・マギル大学ゲ

ノム医学国際連携専攻の博士課程は、国際連携専攻

（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第

３５条第１項の規定による外国の大学院と連携して

教育研究を実施するための専攻をいう。以下同じ。）

とし、それぞれ前期２年及び４年の課程とする。 
 
 
５～８ （略） 
第３６条の２ 入学は、学年の初め１回とする。ただし、

特別の必要があると認めるときは、当該研究科の定め

るところにより、学期の初めにも入学させることがで

きる。 
２ 前項に定めるもののほか、前条第４項に定める医学

研究科京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻

の入学時期は、当該研究科の定めるところによる。 
 
 
３ 入学の手続は、当該研究科の定めるところによる。 
 （中 略） 
第４２条の２ 入学志望者は、願書に添えて検定料を納

めなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、国費外国人留学生及び実

施要項第４条第２号の推薦による入学志望者は、検定

料の納付を要しない。 
３ 前項に定めるもののほか、本学と外国の大学（専門

職大学に相当する外国の大学を含む。）との間におい

て相互の大学の学位を取得させることを目的として

締結した大学間交流協定（相互に正規学生を受け入れ

るもので、その数並びに検定料、入学料及び授業料の

相互不徴収並びに有効期間が記されているものに限

る。以下同じ。）に基づき受け入れる外国の大学院の

学生又は国際連携専攻に受け入れる当該連携して教

育研究を実施する外国の大学院（以下「連携外国大学

院」という。）の学生は、検定料の納付を要しない。 
 

 
 
 
 
第３６条 
 
２・３ 
４ 文学研究科京都大学・ハイデルベルク大学国際連携

文化越境専攻及び経済学研究科京都大学国際連携グ

ローバル経済・地域創造専攻の博士課程は、前期２年

の国際連携専攻（大学院設置基準（昭和４９年文部省

令第２８号）第３５条第１項の規定による外国の大学

院と連携して教育研究を実施するための専攻をいう。

以下同じ。）の課程とし、医学研究科京都大学・マギ

ル大学ゲノム医学国際連携専攻の博士課程は、４年の

国際連携専攻の課程とする。 
５～８       
第３６条の２  
 
 
 
２ 前項に定めるもののほか、前条第４項に定める経済

学研究科京都大学国際連携グローバル経済・地域創造

専攻及び医学研究科京都大学・マギル大学ゲノム医学

国際連携専攻の入学時期は、当該研究科の定めるとこ

ろによる。 
３        （同 左） 
 
第４２条の２  
 
２  
 
 
３ 前項に定めるもののほか、本学と外国の大学（専門

職大学に相当する外国の大学を含む。）との間におい

て相互の大学の学位を取得させることを目的として

締結した大学間交流協定（相互に正規学生を受け入れ

るもので、その数並びに検定料、入学料及び授業料の

相互不徴収並びに有効期間が記されているものに限

る。以下同じ。）に基づき受け入れる外国の大学院の

学生又は国際連携専攻に受け入れる当該連携して教

育研究を実施する外国の大学院（以下「連携外国大学

院」という。）の学生（経済学研究科京都大学国際連

携グローバル経済・地域創造専攻の学生を含む。以下

（同 左） 

  （同 左） 

（同 左） 



 
 

改   正   前 改   正   後 

 
（中 略） 

第４５条 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定

めるところにより、他の大学又は専門職大学と協議の

うえ、学生に、当該他の大学又は専門職大学の大学院

の科目を履修することを許可することがある。 
２ 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めると

ころにより、外国の大学（専門職大学に相当する外国

の大学を含む。以下この条において同じ。）と協議のう

え、学生に、休学することなく当該外国の大学の大学

院に留学し、その科目を履修することを許可すること

がある。 
３ 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めると

ころにより、学生に、外国の大学の大学院が行う通信

教育における授業科目を我が国において履修するこ

とを許可することがある。 
４ 第２項に定めるもののほか、教育上有益と認めると

きは、当該研究科の定めるところにより、審査のうえ、

学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学の

大学院に留学し、その科目を履修することを許可する

ことがある。 
５ 前各項の規定により履修した科目について修得し

た単位は、当該研究科の定めるところにより、１０単

位を超えない範囲で、本学大学院における科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 
 （中 略） 
第４６条の２ 教育上有益と認めるときは、当該研究科

の定めるところにより、学生が本学大学院に入学する

前に大学院において履修した科目について修得した

単位（大学院設置基準第１５条において準用する大学

設置基準第３１条第１項に定める科目等履修生とし

て修得した単位を含む。）を、本学大学院に入学した後

の本学大学院における科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 
２ 前項の規定により修得したものとみなすことがで

きる単位数は、転学等の場合を除き、本学大学院にお

いて修得した単位以外のものについては、１０単位を

超えないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

同じ。）は、検定料の納付を要しない。 
 
第４５条 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
５ 前各項の規定により履修した科目について修得し

た単位は、当該研究科の定めるところにより、１５単

位を超えない範囲で、本学大学院における科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 
 
第４６条の２ （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定により修得したものとみなすことがで

きる単位数は、転学等の場合を除き、本学大学院にお

いて修得した単位以外のものについては、１５単位を

超えないものとし、第４５条第５項の規定により本学

大学院において修得したものとみなす単位数と合わ

せて２０単位を超えないものとする。 
３ 第１項の規定により本学大学院に入学する前に修

得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定によ

り入学資格を有した後、修得したものに限る。）を本学

大学院において修得したものとみなす場合であって、

当該単位の修得により本学大学院の修士課程、博士課

  （同 左） 



 
 

改   正   前 改   正   後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （中 略） 
第５０条 博士後期課程の修了の要件は、同課程に３年

（専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省令第

１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了し

た者にあつては、２年）以上在学して、研究指導を受

け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験

に合格することとする。 
２ 一貫制博士課程の修了の要件は、同課程に５年以上

在学して専攻科目につき３０単位以上修得し、研究指

導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及

び試験に合格することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
３ 前２項に規定するもののほか、当該研究科において

必要と認めたときは、専攻科目につき当該研究科の定

める単位の修得を博士後期課程又は一貫制博士課程

の修了の要件に加えることができる。 
４ 医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博

士課程の修了の要件は、同課程に４年以上在学して専

攻科目につき３０単位以上修得し、研究指導を受け、

かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験に合

格することとする。 
５ 前項に定めるもののほか、国際連携専攻の博士課程

の修了の要件は、第４９条第２項から第４項までの規

定を準用する。この場合において、第４９条第２項の規

定中「修士課程」とあるのは「博士課程」と読み替える。 
６ 第１項、第２項及び第４項の在学期間については、

当該研究科の定めるところにより、優れた研究業績を

挙げた者について、それぞれ博士後期課程にあつては

程（博士後期課程を除く。）又は一貫制博士課程の教育

課程の一部を履修したと認めるとき（修士課程を修了

した者が一貫制博士課程に入学し、第５０条第２項た

だし書の規定により、当該修士課程における在学期間

を当該一貫制博士課程における在学期間に含むとき

を除く。）は、その単位数、修得に要した期間その他当

該研究科が必要と認める事項を勘案して当該研究科

が認める期間は、１年を超えない範囲で、当該研究科

の課程に在学したものとみなすことができる。ただ

し、この場合においても、修士課程については、当該

課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 
 
第５０条 （同 左） 
 
 
 
 
 
２ 一貫制博士課程の修了の要件は、同課程に５年以上

在学して専攻科目につき３０単位以上修得し、研究指

導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及

び試験に合格することとする。ただし、修士課程（標

準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を除

く。以下この項において同じ。）に２年（２年を超える

標準修業年限を定める修士課程にあっては、当該標準

修業年限。以下この項において同じ。）以上在学し、当

該課程を修了後、一貫制博士課程に入学した者にあっ

ては、当該一貫制博士課程における在学期間に当該修

士課程における２年の在学期間を含むことができる。 
３ 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
５ 
 
 
 
６ 第１項、第２項及び第４項の在学期間については、

当該研究科の定めるところにより、優れた研究業績を

挙げた者について、それぞれ博士後期課程にあつては

  （同 左） 



 
 

改   正   前 改   正   後 
１年（修士課程又は専門職学位課程の修了の要件を満

たした者で、大学院における在学期間が２年未満のも

のにあつては、その在学期間を含めて３年）以上の、

一貫制博士課程にあつては３年（第３９条第１号に該

当して入学した者で、修士課程又は専門職学位課程の

修了の要件を満たした者にあつては、大学院における

２年以内の在学期間を含めて３年）以上の、医学研究

科及び薬学研究科の博士課程にあつては３年以上の

在学をもつて足りるものとすることができる。 
７ （略） 
（後 略） 

 
 

 
 

 
別表第１ 
別表第２ 
 

１年（修士課程又は専門職学位課程の修了の要件を満

たした者で、大学院における在学期間が２年未満のも

のにあつては、その在学期間を含めて３年）以上の、

一貫制博士課程にあつては３年（修士課程に２年以上

在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程

における２年の在学期間を含めて３年）以上の、医学

研究科及び薬学研究科の博士課程にあつては３年以

上の在学をもつて足りるものとすることができる。 
 
７ （同 左） 
 

附 則 
 この規程は、令和３年９月１５日から施行する。ただ

し、改正後の第４５条、第４６条の２及び第５０条の規

定は、令和３年１０月１日から施行する。 
 
別表第１ （同 左） 
別表第２ （別 添） 
 

 

別表第２ 

１ 大学院（第３５条関係） 
研究科名 専攻名 修士課程 博士後期課程 博士課程 合計収容定

員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 
文学研究科 文献文化学専攻 ３３ ６６ １８ ５４ ― ― ３８５ 

思想文化学専攻 ２０ ４０ １１ ３３ ― ― 
歴史文化学専攻 ２０ ４０ １１ ３３ ― ― 
行動文化学専攻 １８ ３６ １０ ３０ ― ― 
現代文化学専攻 ９ １８ ５ １５ ― ― 
京都大学・ハイデル

ベルク大学国際連

携文化越境専攻 

１０ ２０ ― ― ― ― 

計 １１０ ２２０ ５５ １６５ ― ― 
教育学研究

科 
教育学環専攻 ４２ ８４ ２５ ７５ ― ― １５９ 

法学研究科 法政理論専攻 ２１ ４２ ２４ ７２ ― ― １１４ 
経済学研究

科 
経済学専攻 ７０ １４０ ２５ ７５ ― ― ２２３ 

２１５ 
京都大学国際連携

グローバル経済・地

域創造専攻 

８ ８ ― ― ― ―  

計 ７８ １４８ ２５ ７５ ― ―  

理学研究科 数学・数理解析専攻 ５２ １０４ ２０ ６０ ― ― １，１３４ 
物理学・宇宙物理学

専攻 
８１ １６２ ４８ １４４ ― ― 

地球惑星科学専攻 ５０ １００ ２５ ７５ ― ― 

（略） 



 
 

化学専攻 ６１ １２２ ３２ ９６ ― ― 
生物科学専攻 ７４ １４８ ４１ １２３ ― ― 
計 ３１８ ６３６ １６６ ４９８ ― ― 

医学研究科 医学専攻 ― ― ― ― １６６ ６６４ ９７５ 
医科学専攻 ２０ ４０ １５ ４５ ― ― 
社会健康医学系専

攻 
― ― １２ ３６ ― ― 

人間健康科学系専

攻 
７０ １１９ ２５ ５５ ― ― 

京都大学・マギル大

学ゲノム医学国際

連携専攻 

― ― ― ― ４ １６ 

計 ９０ １５９ ５２ １３６ １７０ ６８０ 
薬学研究科 薬科学専攻 ５０ １００ ２２ ６６ ― ― ２７５ 

薬学専攻 ― ― ― ― １５ ６０ 
医薬創成情報科学

専攻 
１４ ２８ ７ ２１ ― ― 

計 ６４ １２８ ２９ ８７ １５ ６０ 
工学研究科 社会基盤工学専攻 ５８ １１６ １７ ５１ ― ― １，９６７ 

都市社会工学専攻 ５７ １１４ １７ ５１ ― ― 
都市環境工学専攻 ３６ ７２ １０ ３０ ― ― 
建築学専攻 ７５ １５０ ２２ ６６ ― ― 
機械理工学専攻 ５９ １１８ １６ ４８ ― ― 
マイクロエンジニ

アリング専攻 
３０ ６０ ７ ２１ ― ― 

航空宇宙工学専攻 ２４ ４８ ７ ２１ ― ― 
原子核工学専攻 ２３ ４６ ９ ２７ ― ― 
材料工学専攻 ３８ ７６ １０ ３０ ― ― 
電気工学専攻 ３８ ７６ １０ ３０ ― ― 
電子工学専攻 ３５ ７０ １０ ３０ ― ― 
材料化学専攻 ２９ ５８ ９ ２７ ― ― 
物質エネルギー化

学専攻 
３９ ７８ １１ ３３ ― ― 

分子工学専攻 ３５ ７０ １０ ３０ ― ― 
高分子化学専攻 ４６ ９２ １５ ４５ ― ― 
合成・生物化学専攻 ３２ ６４ １０ ３０ ― ― 
化学工学専攻 ３４ ６８ ７ ２１ ― ― 
計 ６８８ １，３７６ １９７ ５９１ ― ― 

農学研究科 農学専攻 ３３ ６６ ８ ２４ ― ― ８７６ 
森林科学専攻 ４８ ９６ １７ ５１ ― ― 
応用生命科学専攻 ６３ １２６ １７ ５１ ― ― 
応用生物科学専攻 ５２ １０４ １７ ５１ ― ― 
地域環境科学専攻 ５０ １００ １５ ４５ ― ― 
生物資源経済学専

攻 
２４ ４８ ８ ２４ ― ― 

食品生物科学専攻 ３３ ６６ ８ ２４ ― ― 
計 ３０３ ６０６ ９０ ２７０ ― ― 

人間・環境学

研究科 
共生人間学専攻 ６９ １３８ ２８ ８４ ― ― ５３２ 
共生文明学専攻 ５７ １１４ ２５ ７５ ― ― 



 
 

相関環境学専攻 ３８ ７６ １５ ４５ ― ― 
計 １６４ ３２８ ６８ ２０４ ― ― 

エネルギー

科学研究科 
エネルギー社会・環

境科学専攻 
２９ ５８ １２ ３６ ― ― ３６５ 

エネルギー基礎科

学専攻 
４２ ８４ １２ ３６ ― ― 

エネルギー変換科

学専攻 
２５ ５０ ４ １２ ― ― 

エネルギー応用科

学専攻 
３４ ６８ ７ ２１ ― ― 

計 １３０ ２６０ ３５ １０５ ― ― 
アジア・アフ

リカ地域研

究研究科 

東南アジア地域研

究専攻 
― ― ― ― １０ ５０ １５０ 

アフリカ地域研究

専攻 
― ― ― ― １２ ６０ 

グローバル地域研

究専攻 
― ― ― ― ８ ４０ 

計 ― ― ― ― ３０ １５０ 
情報学研究

科 
知能情報学専攻 ３７ ７４ １５ ４５ ― ― ５５８ 
社会情報学専攻 ３６ ７２ １４ ４２ ― ― 
先端数理科学専攻 ２０ ４０ ６ １８ ― ― 
数理工学専攻 ２２ ４４ ６ １８ ― ― 
システム科学専攻 ３２ ６４ ８ ２４ ― ― 
通信情報システム

専攻 
４２ ８４ １１ ３３ ― ― 

計 １８９ ３７８ ６０ １８０ ― ― 
生命科学研

究科 
統合生命科学専攻 ４０ ８０ １９ ５７ ― ― ２４９ 
高次生命科学専攻 ３５ ７０ １４ ４２ ― ― 
計 ７５ １５０ ３３ ９９ ― ― 

総合生存学

館 
総合生存学専攻 ― ― ― ― ２０ １００ １００ 

地球環境学

舎 
地球環境学専攻 ― ― １３ ３９ ― ― １４８ 
環境マネジメント

専攻 
４４ ８８ ７ ２１ ― ― 

計 ４４ ８８ ２０ ６０ ― ― 
経営管理教

育部 
経営科学専攻 ― ― ７ ２１ ― ― ２１ 

総計 ２，３１６ 
２，３０８ 

４，６０３ 
４，５９５ 

８８６ 
 
２，６３８ 

 
２３５ ９９０ ８，２３１ 

８，２２３ 
 

２ 専門職大学院・法科大学院(第５３条の２第５項関係) （略） 
 
 


